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第三期三鷹市障がい者（児）計画のビジョン（基本理念）

だれもが障がいの有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し支え合いながら共生できるま
ち

自らの意思が尊重され、だれもが住み慣れた地域で
生涯にわたり安心して暮らしていけるまち

持てる能力が発揮でき、だれもが地域社会の中で個性を
生かしつつ、社会の構成員として自立して生活できるまち

このビジョン（基本理念）は、国等が掲げる「共生社会」の実現を目指すものであると同時に、

「三鷹市健康福祉総合計画」が目指す地域共生社会の構築に、障がい者福祉の観点から寄与

することを願い、定めたものです。

 



「共生社会」の実現を目指して

このたび、令和６年度（ 年度）から令和９年度（ 年度）までを計画期間と
した「第三期三鷹市障がい者（児）計画」を策定しました。前計画である「第二期三鷹
市障がい者（児）計画」に引き続き、今後４年間にわたる三鷹市の障がい者（児）に係
る施策の方向を示すものであり、「三鷹市健康福祉総合計画 （第２次改定）」に包含
される「障がい者計画」、「障がい福祉計画（第７期）」、「障がい児福祉計画（第３期）」
の３つの個別計画を、１つにまとめて策定することで、総合的な障がい者（児）施策の
推進を図るための計画としています。
計画の策定に当たっては、公募市民や障がい当事者の皆さまによって構成される「三
鷹市障がい者地域自立支援協議会」で議論を重ねるとともに、三鷹市健康福祉審議会で
のご意見や、パブリックコメントによる市民意見、障害福祉サービス等の事業者からの
意見も踏まえながら検討を進めてきました。
今回の計画では、「共生社会の実現」を目指し、前計画と同様に３つのビジョン（基本
理念）を掲げ、施策の展開として基本目標を７つ定めることとしました。３つのビジョ
ンである「だれもが障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性
を尊重し支え合いながら共生できるまち」、「自らの意思が尊重され、だれもが住み慣れ
た地域で生涯にわたり安心して暮らしていけるまち」、「持てる能力が発揮でき、だれも
が地域社会の中で個性を生かしつつ、社会の構成員として自立して生活できるまち」の
実現に向けて、「互いを理解し、認め合う地域づくり」を基本とし、障がいに対する理解
の促進を図ることとしています。
また、障がいのある当事者への支援だけでなく、家族等介助者の負担を軽減するため
に、関係機関等と連携し家族支援の充実を図ることとしました。
さらに、社会全体が人口減少の傾向にあるなか、障がいのある人が安心して地域生活
をおくるための地域の基盤整備として計画期間中に福祉サービス等の担い手やボラン
ティア等の福祉人財の確保、定着に取り組んでいくこととします。
また、引き続き感染症対策についての取り組みや、近年の自然災害の多発する傾向を
踏まえ、災害時の支援についても一層の充実を図ることとしています。
「共生社会」の実現に向けた諸施策の推進のためには、市と市民の皆様、事業者・関
係機関等の方々との協働が欠かせません。ライフステージや医療、福祉、教育等の分野
ごとに切れ目がないように、様々な担い手が、密接に連携していくことが重要です。
本計画の策定にご協力いただきましたすべての皆さまに感謝申し上げますとともに、
市民の皆様、事業者・関係機関等の皆様には、障がい者（児）施策の推進に向けて、協
働への積極的なご参加を心からお願い申し上げます。

令和６年（ 年）３月

三鷹市長 河村 孝
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